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みんなで考えよう
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問い合わせ 大竹市地域公共交通活性化協議会（自治振興課内） ☎２１４２

問い合わせ 美和町観光協会 ☎０１３２

○
払
戻
取
扱
期
間

　
３
月
１
日
㈭
か
ら
５
年
間

　
（
２
０
２
３
年
２
月
２８
日
ま
で
）

※

　
期
限
後
は
払
い
戻
し
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
払
戻
場
所

　
地
域
公
共
交
通
活
性
化
協
議
会
事
務

局（
自
治
振
興
課
内
）

○
払
戻
方
法

１　
事
務
局
に
備
え
付
け
の
請
求
書
に
記

入
し
、回
数
券
を
添
え
て
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

２　
回
数
券
の
枚
数
を
確
認
し
、払
戻
金

額
を
算
出
し
ま
す
。

３　
受
領
書
に
記
入
し
、払
戻
金
額
を
受

け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

○
払
戻
金
額
の
計
算
方
法

 　
栄
ぐ
る
り
ん
バ
ス
に
替
わ
る
栄
町
地
区

の
新
し
い
公
共
交
通「
栄
ぐ
る
り
ん
タ
ク

シ
ー
」を
運
行
し
ま
す
。

　
利
用
方
法
は
市
広
報
２
月
号（
20
ペ
ー

ジ
）、各
支
所
に
備
え
付
け
の
利
用
ガ
イ
ド

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。ま
た
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
こ
い
こ
い
バ
ス
や
停
留
所
の
ベ
ン
チ
に
有

料
広
告
を
掲
載
で
き
ま
す
。詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
「
大
竹　
バ
ス
広
告
」で
検
索
。

坂上線バス沿線情報

ご利用ありがとうございました。
～栄ぐるりんバスの回数券が残っていませんか？～

ご利用ありがとうございました。
～栄ぐるりんバスの回数券が残っていませんか？～

２月28日に運行を終了した栄ぐるりんバスの回数券を払い戻します。

・未使用（12枚綴り）の回数券
販売額1,000円で払い戻し

・一部使用の回数券
１枚80円×回数券残枚数で払い戻し
回数券販売額1，000円÷12枚綴
り≒1枚80円（10円未満切り捨て）

弥栄湖なごみ広場桜まつり

と　き　４月8日㈰　10時～（雨天中止）（予定）
ところ　明神原なごみ広場（岩国市美和町）
最寄りバス停
　坂上線バス「中垣内」バス停
　（大竹駅から37分・運賃片道440円）
神楽などの催しが行われる予定です。

こ
れ
か
ら
も
、

地
域
の
皆
さ
ん
や

運
行
事
業
者
と

一
体
と
な
っ
て
、公
共
交
通
の

取
組
を
進
め
ま
す
。明神原なごみ広場

「中垣内」バス停

至 大竹

至 美和

バ
ス
車
内
・
停
留
所
ベ
ン
チ
に

広
告
を
掲
載
し
ま
せ
ん
か
。

栄
ぐ
る
り
ん
タ
ク
シ
ー
は

３
月
１
日
か
ら
運
行

正義の味方　引っかからないカモ

見守りと気づきのポイントひとこと助言

市消費生活センター

　本市では市民の３人に１人が、65歳以上の高齢者です。
　高齢者・障害者、特に認知症や知的障害、精神障害がある方
は、高額な契約トラブルにあうケースが後を絶ちません。高齢
者・障害者の消費者トラブルを予防・救済・繰り返さないため
には家族や周りの人の「見守り」と「気づき」が重要です。

問い合わせ 市消費生活センター ☎３２３６

「見守り」と「気づき」で
高齢者や障害者の
消費者トラブルを防ごう

日ごろから
様子を
気にかけて

□不審な契約書、請求書などの書面や、宅配業
者の不在通知などはないか。
□不審な健康食品などが置かれてないか。
□新品のふとんなど、同じような商品が大量に
ないか。
□屋根や外壁、電話機周辺などに不審な工事の
形跡がみられないか。
□通信販売のカタログやダイレクトメールなど
が大量にないか。
□複数社から配達された新聞や景品類などがな
いか。
□不審な業者が出入りしている形跡はないか。

□不審な電話のやり取りや、電話口で困ってい
る様子はないか。
□生活費が不足するなど、お金に困っている様
子はないか。
□預金通帳などに不審な出金の記録はないか。

□食欲が無くなったり、元気が無くなったりし
ていないか。
□生活パターンやリズムが乱れていないか。
□身なりに変化がないか。
□なかなか言い出せずに困っている様子はない
か。

◎普段からあいさつを交わし関係を密にして
おきましょう。
◎最新の被害状況を知り、高齢者や障害者に
情報を提供しましょう。
◎【見守りと気づきのポイント】に１つでも気
がついたら声を掛けましょう。本人の思いを尊
重しながら経緯を聞いて、メモを残します。
◎少しでも早く専門の相談員につなぐことが
大切です。消費者トラブルの場合は消費生活
センターへご連絡ください。（家族やホーム
ヘルパー、地域包括支援センターなどの職員
も相談できます）
◎自宅の固定電話に新しい「防犯アイテム」
を設置するなど、日ごろの備えも大切です。

参考資料：見守新鮮情報202・298号
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